
大学病院で周産期母子医療セン  
ターが運営できる条件  

・資金面でのバックアップ   

NICU加算の増額、大学病院への小児入院医   
療管理料適応、周産期センター運営補助  

・周産期医療部門の独立運営   

産科、小児科から独立  

・独立した教員の定員を設ける   

周産期センター独自の教員の定員配置  

・看護師の優先配置   

大学病院内での傾斜配置  

第吊層旧本周産期医学会学術集会シンポジウム1  

周産期医療の集約化と体制の構築  

新生児医療体制構築上の課題  

と問題点  

杏林大学小児科  

杉浦正俊  

2008年7月13日、パシフイコ横浜   

まとめ   

・我が国の周産期医療のレベルは高い  

・しかし、近年周産期医療供給体制に問題が   
生じている  

・その原因は、施設、病床数、スタッフの不足   

である  

・積極的な改善策を実施しないと崩壊一歩手   

前である  

・周産期医療供給体制のなかで大学病院の果   

たす役割は大きい  
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超低出生体重児の入院は1．5倍  
出生体重く500gの超低出生体重児が増加  

1 表1．出生体重別入院数の推移  

母体搬送受け入れ困難の主因はNICU満床   
周産期医療ネットワーク及びN王CUの後方支援に関する実態調査の結果について  

（厚生労働省母子保健課2007．10）  

母体搬送受入力て出来なかったケースがあったセンターは、31センター／  

有効団害42センター  

うら搬送受入が出来なかった理由について回害のあった25センターの理由  

別センター班の割合（複数回筈）  

出生体重 1990年 1995年 2000年 2005年 対1990  

16  26  28 .,,- 59 x3.7 

34「扇TllO  126   157 ×4・6  

172rT5→230   306   384 ×2・7  

364  390  475  533  

433  487  556  5了2  

462  561  607  641  

570  672  699  691  

〈400g  

400－499g  

500－599g  

600－699g  

700一了99g  

800－899g  

900－999g  

理 由   
NICU  MFICU  診察可能  その他  
満床  満床  医師不在   

センター数   22   12   4   

割合（％）   88．0％  48．0％  16．0％  44．0％   

合計  2051   2476   2797  3037 ×1・5  
産婦人科医会調査（2007）90％、新生児医療連絡会調査（2008）88％   

日本小児科学会新生児調査   

少子化にもかかわらず  

低出生体重児の出生数は増加  周産期（新生児）医療の危機  

・平成6年と平成17年では低出生体重児出生   

数が約30％増加＝症例の増加  

・新生児死亡率が40％改善＝入院期間の増加  

・長期入院症例の増加  

・2次症例の3次施設への集中   

・周産期医療全体に必要な公共サービス  

・小児科と産科の境界領域に埋没する可能性   

総数   1kg未満  1．5kg未満  2．5kg未満   

平成9年  1191665   2656   7109   93837   

平成10年  1203147   2837   7622   97612   

平成11年  1177669   2876   7755   99163   

平成12年  1190547   2866   7900   102888   

平成13年  1170662   3074   7989   102881   

平成14年  1153855   3124   8202   104314   

平成15年  1123610   3335   8390   102320   

平成16年  1110721   3341   8467   104832   

増減率   －6．79   25．79   19．10   11．72   

増減率／年   －0．97   3．68   2．73   1．67   

人口動態統計、網塚貴介  
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新生児医療資源の充足度に関する緊急調査  
その1調査背景   

厚生科学研究飛補助金（手ども家庭総合研究事業）咽産期母子医療センターネットワーク」による医療の笈  

の評価と、フォローアツナ介入による改善・向上に関する研究  

NICUの必要病床数の算定に関する研究  
主任研究者藤村正哲、分担研究者楠田聡、  

研究協力者杉浦正俊、多田裕、網甥貪爪内山温、大木茂、和郎口子   

・年間およそ36，000例がNICUにおける治療を必  

要  

・現時点でのNICU必要数は約3床／1000出生   

（平成6年に比べて約50％増加）  

・長期入院症例が占める比率は3．85％  

・いわゆる“待機病床”は8．1％   

・短期的にはNICU病床を2．5床／1000出生、すなわ   
ち200～500床の増床が必要  

全国新生児医療施設126施設   

回答率599ら   

NICU1220床＝全国NICU病床数の52％相当   

・過去1年間に母体搬送を受けられなかった経験 88％   

過去1年間に新生児搬送を受けられなかった経験71％   

受けられなかった理由 NICU満床 氾％   

・新生児病床の充足度不足m 適切20％ 充足8％  

NICU病床整備の可能性と必要新生児医師数  新生児医療資源の充足度に関する緊急調査  
その2NICU増床の意志とその障害  ト・ト・iて丁、  

NICU（重症期）必要数  25床／1000出生＝約2．500床  

施設責任者）として新生児病床を   

増やしたい76％ 現状で良い19％  

病院設置者は新生児病床を増やす事に   

理解あり70％   理解なし20％  

増やす上での障害は  

医師の確保79％看護師の確保75％  

建設費53％   

社会保険局  
小児科学会2006  

医療施設調査   

如可   

新生児専任医師数の現状948名（小児科学会2006）  
g25名（新生児医療連絡会2003）  

総合周産期100ケ所（専任医師による1人当直7名／施設）   

地域周産期396ケ所（地域小児科センター病院基準案4名／NICU9＋GCU18床）  
→医療圏のサイズを無視しても約1，500名  
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新生児医療資源の充足度に関する緊急調査  
その3 新生児科医不足の現状と将来展望  

・貴施設の新生児医師は  
充足6％ 適切7％ 不足m  

・医師不足の影響  
73％  

40％  

必要な処置が国難もしくは遅れる40％  

合併症など質的予後に影響  38％  

・近い将来的、新生児医師不足は  

より不足63％ 不変13％ 充足＝8％   

小児医療に関する行政評価・監視結果報告書  
（平成19年9月 総務省行政評価局）  

深料t2 平成8年から17年までのtO年間における新生児死亡率  

i ′・J   1」ニュ1い  

茜lトlナ  
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都道府県別新生児死亡率とNICU専任医数  
－2003年新生児医療連絡会調査－   

NICU専任医師数（人口川0万人あたり）  

医師確保対策  

1）勤務条件の改善   

a過重労働の解消  
新生児科医の養成には長期間（8年以上）必要  

直ちに定員を満たすことは困難  

過重労働（離職しない範囲の）がむしろ病院の収益   

b周】務医における低賃金  

開業を前提としたキャリアパス  

医療の専門分化と高度化、開業と二者択一  

開業が前提とならない、かつ条件が厳しい診療科の不人気   

c，専門性の喜平価  
国民が求める高度な専門医療の危機  

→専門性が高い医師を開業医と同等以上に評価   

8  †  

7．39  7，   32  

】     l    1    丁     一＋ら1  

■  

IG1 1 

2  

0   

低い県  平均的な県  高い県  

価局「小児医療に関する行政評価・監視」（平成19年9月）において、低い新生児死亡  
常態化しているとされた8都道府県、平均的28都道府県、高い11都道府県  

新生児医療体制構築上の  
課題と問題点  

・整備と集約化が開始されて12年が経過  

・NICU病床数は不足しており、周産期医療体   

制全体に影響を与えている。  

・NICU病床数を維持・確保する上で、新生児   

科医不足が最大の問題である。  

・新生児科医不足は新生児死亡率にも影響し   

てゆく可能性がある。  

2）標模科としての確立  

広告可能な診療科名の改正（平成20年3月31日）  

患者が適切な医療機関の選択を行うことを支援   

小児（新生児）科、新生児内科   

救急医療システムでは小児救急と別分野  

小児循環器、小児感染症、  

小児神経、小児アレルギー、など………小児救急  

周産期救急  

新生児科医師数など統計上未把握  

新生児科の院内標楕 57（＋22）施設   
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厚生労働科学研究責塙勤怠   

（子ども家庭総合研究事業）  

3）職域団体による専門医の養成   

，■大学医局‖が医師養成のコーディネーター  

（時間的・空間的な不整合性を調整）  

新医師臨床研修制度以後  

初期研修と後期研修  →臨床研修病院  

専門医研修および研修終了後→”民間医局Th′Ⅰ”？  

大学横断、地域横断的研修コーディネートセンター”学会医局”  

専門研修の調整  

休職医師の復帰支援  

将来的には指導医や研修者の地域配分も  

「周産期母子医療センターネットワーク」による医療の質の評価と、  

フォローアップ。介入による改善a向上に関する研究   

AMulticenterBenchmarkResearchonNeonatalOutcomeinJapan．  

N8eUの必要病床数の算定に関する研究  

平成19年度  

籍括d分担研究報 

主任研究者 藤村正哲  

分担研究者 楠田 聡  

まとめ  

・平成8年周産期医療対策事業により新生児医療施   

設の整備と集約化が行われた。  

・12年が経過して、NICU病床必要数が約50％増加   

していた。  

・NICU整備にあたり、新生児医師不足が最大の障   

害となり、今後新生児死亡率に影響してゆく可能性   
も考えられた。  

・各種施策とともに、学会による専門医必要数の決定   
や研修コーディネート機能も検討する価値があると   

考えられた。  

研究協力者 杉浦正俊  

多田 裕  

網壕貴介  

内山 温  

大木 茂  

和田和子  

平成20年（2008）3月   
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拉1∋厚手1丁ごも貢E周童詞了  卜痘肯姫  

である。そのた捌二は、2床／出生100江．すな  

わち2000床を確実に日々語例させることで  

ある。あらゆる重症疾′引こ対応可能な‖宜U  

を常時2000床全国で常時稼働させるために  

は、病床の運用効率を考えると80％の稼働率  

で1ヾICUが2000床≡常時運用可能な諾、数2500  

床の整備が必要である。ハイリスク児の重症  

期を常時収容可能な卜汀Cし－が確保されれば、  

N‡CUの械能の分担あるいは同産期医療施設  

の機能分担を考慮したMCU確保が可能にな  

ると考える。  

E．NICU整備の進め方に関する提言   

現時点でのNICU必要数は出生1000に対し  

ておよそ3床となる。平成17年現在のNICU  

整備致は、2341床（医療施設調査）あるいは  

2032床（診療幸闇対届出数）であり、3床／出生  

1000のNICUを確保するためには、さらに700  

、1000床の増床が必要である。   

一方、現状では人的要員確保国難の問題も  

あり、容易にNICUを目標数に増床できる状況  

ではない。したがって、周産期医療対策とし  

ては、短期間で実現可能なものと、長期的な  

根本的な解決方法を同時に考える必要がある。   

短期的な対策としては、今回NICU必要数の  

なかで推計した重症期に対応可能なNICUの  

不足病床数200、500床を速やかに整備する  

ことが、絶対朗に必要と考えられた。そのた  

めには、NICU総数2500床を目標値として全  

国で早急に整備する必要がある。緊急の整備  

策としては、既存の大規模周産期医療施設、  

特に総合周産期母子医療センターのNICUを  

最低3床各施設で増床するのが一般的には効  

率的であるが、地域の特性を考慮してその地  

域の実情t・こ沿った計画を立てる必要がある。  

ハイリスク児の重症期を常時収容可能な  

N王CUが早急に確保されれば、病床の積能分担  

等、NICUの権能を補完できる病床も考慮する  

必要性が生じると拒測された。  

購CUの必要病床数  

硯在ある！」ICUの病床数  

医療施設調査  

診療報酬届出敦  

2341床  

2032床  

本研究の結果  

必要なNICU病床の総数  3000床  

不足しノているNICl」病床の語数  700床  

、1000床  

うち早急に整備すべき病床  200床  

、500床  

F．要約   

現時点でのNICU必要数は出生1000に対し  

ておよそ3床となる。現在不足するNICUに関  

しては、榎期的な対策と長期的が寸策を考慮  

する必要がある。短期的にはいかなる重症新  

生児も管理可能なNICUを早急に200、500床  

増加させる。そして、その後は病床、施設、  

地域の桟能分担を含め、NICUをさらに増加さ  

せ、∃標値を達成する。  

G．参考文献  

1）多田 裕．地域周産期医療システムの関  

する研究．平成6年度厚生省心身障害研究  
報告書 5－8  

2）KusudaS，FujinlリraM，Sd｛umaI，et al・  

Morbidity and nlOrtality ofinfants with  

Verylow birtlュweightinJapan：center  

Variation．Pediatrics2006；118ニel130－8．  

3）ItabashiK，HoriuchiT，l（usudaS，et al．  

ThernortalityofextremelylowbirthweLght  

infants who were borninJapanin2005．  

Pediatrics（in press）  

長野県立こども病院を中心とした  

長野県の周産期医療ネットワークの成果  

中村友彦1し田村正徳2）   

1）長野県立こども病院総合周産期母子医療センター長  

2）元長野県立こども病院総合周産期母子医療センター長   

現埼玉医大総合医療センター小児科教授  

平成8年から17年，10年間における  

乳児死亡率、新生児死亡率  
小児医療に関する行政評価■監視結果に基づく勧告 平成19年9月 総務省   

乳児死亡率（出生1，000人当たりの1歳未満死亡数）  
3．7－3．6． 3ふ3．4． 3，3 3．2－3．1， 3．0－2．9．  2．8以下  
6都道府県10都道府県平均13都道府県 8都道府県 長野県2．4  

3．8以上．  

沖縄県4．0  

徳島県3．9  

福井県3．9  

栃木県3．8  

青森県3．8  

高知県3．8  

新生児死亡率（出生1，000人当たりの1ケ月未満死亡数）  
2．3以上，  2．2－2．0，1．9－1．8、1．71ふ1．5，1，4・1．3， 1．2以下  
青森県2．4 7都道府県17都道府県平均 8都道府県2都道府県 長野県1．2  
福井県2．3   
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長野県立こども病院  

総合周産期母子医療センターの役割  

1．地域の周産期医療施設とのネットワーク作り   

2．産科医・小児科医・助産師■看護師の育成   

3．療育、教育と連携した成長、発達フォローアップと在宅支援  

長野県立こども病院  

1995年5月開院、  

2000年9月総合周産期母子医療センター開設  

長野県周産期医療システム  

・分娩数約19，000／年  

・総合周産期センター1施設  

県立こども病院（NICU21床）  

・地域周産期センター5施設  

長野赤十字病院（NICU9床）  

信州大学病院（NICU6床）  

長野病院  

佐久総合病院  

新生児科：  

NICUベッド数21床  

GCUベッド数21床  

新生児科医師スタッフ：8人  

クリニカルフェロー：2人  

後期研修医：2人  

看護師64名（欠員11名）   

年間入院数 300人  

県内超低出生体重児の7割  

先天性心疾患、外科疾患  
脳外科疾患すべて  

産科：  

MFICリベッド数 6床  

後方ベッド数18床  

医師スタッフ：7人（欠員1名）  

看護師30名（欠員2名）   

年間分娩数 200  

母体搬送受入数130  

（平成19年）  
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飯田市立病院  
（70）平成19年極低出生体重児数   
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産科HotLineへの対処   

・医師一人当直・医師二人拘束体制（15分以内に登院）   

・当直医がHotLlneを受けて、受け入れの可否を新生児科と  

相談して決める。   

・基本的に断らない。   

・他の施設での対処の方が望ましい（母体疾患合併など）、ま  

たは、受け入れがどうしても不可能な場合には依桓を受けた  
人が責任持って他施設への手配をする。  

新生児科HotLineへの対処   

医師二人当直・医師一人、看護師一人拘束体制（15分以内に  

登院）   

・当直医がHotLineを受け、すべて迎え搬送（医師1人、看護  

師1人）に行く、必要あれば先方で分娩立ち会いをする。   

・基本的に断らない。   

■他の施設での対処の方が望ましい、または、受け入れがどう  
しても不可能な場合には依植を受けた人が責任持って他施  
設への手配をする。   

・必要時は当院救急車で三角搬送する。  

こども病院ドクターカー（三代目）   

長野県内の新生児搬送の要請があれば、24時間365日  

駆けつける。  
3DO  リ総出動数  

h送り脂送  新生児科のみで約220件／年搬送  
6年間で約16万キロ（地球4周）   

新生児迎え搬送には診療報酬あるが、  
送り搬送はサービス   

本体コスト、各種医療器具、  
ドライバー（3人交代24時間院内待機  
維持コストetc   

収入約350万円／年間（Dr，Nsコスト除く）  

コスト約2700万／年間  

1万円稼ぐのに約7．7万円必要！？  

250  

200  

I50  

100  

50  

0 し  

H年度 15年度 16年度 】7年度  柑年度   
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長野県内の産科医・小児科医・助産師一看護師の育成  

新生児蘇生プログラム（NCRP）講習会一計6回施行  

周産期カンファレンス（12回／年）  

新生児呼吸療法モニタノングフォーラム（1回／年）  

周産期看護実技研修  

新生児看護セミナー（4回／年）  

保健師研修会（1回／年）  

長野県出生前診断研修会（4回／年）  

地域周産期母子医療センター看護連絡研修会（1回／年）  

各病院よりの研修医・研修看護師の受け入れ  

長野県立こども病院  

総合周産期母子医療センターの役割  

研修センター機能   

長野県周産期カンプアランス  年12回  

（内年6回 周産期医療関係者対象講演会）   

周産期看護実技研修  延べ 約60人  

新生児看護セミナー  50人 年4回  

保健師研修会  年1回  

長野県出生前診断研修会  年4回  

地域周産期母子医療センター看護連絡研修会  年1回   

長野県立こども病院  

総合周産期母子医療センターの役割  

1．地域の周産期医療施設とのネットワーク作り   

科医・助産師・看喜誉師の育成   

3．療育、教育と連携した成長、発達フォローアップと在宅支援  
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長野県立こども病院  

総合周産期母子医療センターの役割  

1．地域の周産期医療施設とのネットワーク作り   

2．産科医・小児科医・助産師・看護師の育成   

3．療育、教育と連携した成長、発達フォローアップと在宅支援   
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極低出生体重児フォローアップシステム  

長野県青少年家庭課   

1個別発達評価（新版K式発達検査）   

修正1歳6カ月・3歳で主治医からの依頼により保健所でも実施   

2．極低出生体重児フォローアップ手帳の交付   

健診受診状況・支援状況を就学までフォローアップをつなげる   

3．極低出生体重児の把握とフォローアップ台帳の作成   

総合周産期母子医療センターで台帳を集積、県全体の現状を把握  

極低出生体重児フォローアップシステム  

保健所  
台帳整備  
ハイリスク母子保健事業（クリニック、個別指導、集団指導）  
地域におけるフォローアッ7■システムの核  

対象児が適切なサービスを受けられるよう調整  
依掛こより新版K式検査施行  

小児医療に関する行政評価・監視結果報告書  

平成19年9月 総務省行政評価局   

蒼利一2 平成8年から】7年まての10年間における新生児死亡率  

青少年家庭課  
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手帳交付  
（出生時）  

同意書  

極低出生体重児  
と保護者   地域医療機関  

療育施設  

ニーズに応じた  
サーヒス程1共  

周産期医療対策会議  
総合周産期母子医療センター  
県内発達検査の集計、患者情報管理  
再要検者のフォローアップ  
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